
騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び熊本県生活環境の保

全等に関する条例における特定工場等の規制区域  

（表１）  

規

制

区

域 

第１種区域  第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域  

第２種区域  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域  

第３種区域  １ 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 

２ 用途地域以外の地域（第四種区域地域を除く）  

第４種区域  １ 工業地域及び工業専用地域 

２ 用途地域以外の地域のうち、山鹿東部工業団地、堂原工業

団地、若宮原工業団地、高橋工業団地、駄の原工業団地及

び吉井工業団地の区域  

備考  

１ 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専

用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、

「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び

「工業専用地域」とは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項

第１号の用途地域をいう。  

２ 用途地域以外の地域とは、都市計画法第８条第１項第１号の用途地域が定められ

ていない地域をいう。  

３ 「風致地区」とは都市計画法第８条第１項第７号の風致地区をいう。  

４ 無人島及び都市計画法第８条第１項第９号の臨港地区は、規制区域から除く。  

５ この告示の施行により、または用途地域が新たに定まったことにより、若しくは

用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等

（規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有し

ているものに限る）のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該

規制区域の変更の日から３年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規

制区域の基準を適用する。  

６ 第四種区域の欄の工業団地のうち山鹿東部工業団地、堂原工業団地、若宮原工業

団地、高橋工業団地、駄の原工業団地及び吉井工業団地は、農村地域工業等導入

促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第３項第１号に規定される工業等導

入地区の区域である。  

  

  

  

  

  

 

 



騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び熊本県生活環境の保

全等に関する条例における特定工場等の規制基準 

（表１－①）  

  
時間の区分  

区域の区分  

昼間（午前８時か

ら午後７時まで）  

朝（午前６時から

午前８時まで）  

夕（午後７時から

午後１０時まで）  

夜間（午後１０時

から翌日の午前６

時まで）  

第１種区域  ５０デシベル以下  ４５デシベル以下  ４０デシベル以下  

第２種区域  ６０デシベル以下  ５０デシベル以下  ４５デシベル以下  

第３種区域  ６５デシベル以下  ６０デシベル以下  ５０デシベル以下  

第４種区域  ７０デシベル以下  ６５デシベル以下  ６０デシベル以下  

備考  

この表において、第１種区域、第２種区域、第３種区域及び第４種区域は、表１の区域

の欄に掲げる区域をいう。  

  

 

騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例における特定建設作業に

伴って発生する騒音の規制区域 

（表２） 

第１号区域  表１の区分が第１種区域、第２種区域及び第３種区域  

第２号区域  表１の区分が第４種区域  

  

 

騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度に関する区域の区分 

（表３） 

区域  区域の区分  

ａ区域  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域  

ｂ区域  第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域  

ｃ区域  １ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び

工業専用地域  

２ 用途地域以外の地域  



騒音に係る環境基準の地域の類型 

（表４）  

Ａ類型  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域及び第二種中高層住居専用地域  

Ｂ類型  第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域  

Ｃ類型  １ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域  

２ 用途地域以外の地域 

備考  

１ 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専

用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、

「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び

「工業専用地域」とは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項

第１号の用途地域をいう。  

２ 用途地域以外の地域とは、都市計画法第８条第１項第１号の用途地域が定められ

ていない地域をいう。  

３ 「風致地区」とは都市計画法第８条第１項第７号の風致地区をいう。  

４ 無人島及び都市計画法第８条第１項第９号の臨港地区は、規制区域から除く。  

  


